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１．改正目的 
〇「認定申請審査業務システム」の ASNITE 認定業務への適用を含めるための改正。 
〇「認定申請審査業務システム」による電子的手段による申請・届出を原則とする運用を行
うための改正。 
〇申請・届出にかかる押印を廃止するための改正。 
 
２．主な内容 
〇「認定申請審査業務システム」による申請・届出の方法を規定。 
〇申請・届出はやむを得ない理由がある場合を除き原則として「認定申請審査業務システム」
を用いることとする。 
〇ISO/IEC 17011:2017 で用いられる用語を採用して、紙媒体を前提とした用語を電子媒体
を意識した用語へ変更（例：書類→資料、書類審査→文書レビュー）。 
〇申請・届出様式から“印”及び“署名”を削除。 
 

以上 


